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 令 和 ７ 年 １ １ 月 ７ 日 提 出  

案 件 担 当  

部 課 等  
政 策 部 政 策 課  

案 件 名 称  第 ５ 次 三 浦 市 総 合 計 画 （ 案 ） に つ い て  

部 門 経 営  
会 議 で  
審 議 し た 日  

－  

資 料 の 有 無  ■ 有       □ 無  

審 議 依 頼 事 項  

第 ５ 次 三 浦 市 総 合 計 画 （ 案 ） を 別 添 の と お り 決 定 す る こ

と に つ い て  

現 状 と 課 題  

令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 １ ７ 年 度 ま で を 計 画 期 間 と す る 第 ５

次 三 浦 市 総 合 計 画 に つ い て 、 令 和 ７ 年 年 ８ 月 ２ ９ 日 に 三 浦

市 総 合 計 画 審 議 会 に 諮 問 し 、 同 年 ９ 月 １ 日 か ら ９ 月 ３ ０ 日

ま で パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト を 実 施 し た 。  

そ の 後 、 同 年 １ １ 月 ７ 日 開 催 の 総 合 計 画 審 議 会 に お い て

第 ５ 次 三 浦 市 総 合 計 画 （ 案 ） の 答 申 を 受 け た 。  

三 浦 市 議 会 基 本 条 例 （ 平 成 ２ ６ 年 三 浦 市 条 例 第 ９ 号 ） 第

１ １ 条 に は 、「 市 の 政 策 及 び 施 策 の 基 本 的 な 方 向 を 定 め る

構 想 、 計 画 、 指 針 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の を 策 定 し 、 又

は 変 更 す る （ 基 本 的 な 事 項 に 係 る 部 分 に 限 る 。） に 当 た っ

て は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ９ ６ 条 第

２ 項 の 規 定 に 基 づ き 議 会 の 議 決 を 経 る も の と す る 。」 と 規

定 さ れ て い る 。  

ま た 、 同 条 例 運 用 基 準 に は 、 議 決 事 件 と し て 「『 三 浦 市

総 合 計 画 』 の 基 本 構 想 及 び 基 本 計 画 」 が 明 記 さ れ て い る た

め 、 次 期 基 本 構 想 及 び 基 本 計 画 の 策 定 に 当 た っ て は 、 議 会

の 議 決 を 経 る 必 要 が あ る 。  

案 件 担 当 部 課 等 の 見 解  

審 議 決 定 後 は 、 令 和 ７ 年 第 ４ 回 三 浦 市 議 会 定 例 会 に 議 案

と し て 提 出 す る こ と と し た い 。  
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総 合 計 画 及 び 予 算 と の 関 係  

大 綱 ４  計 画 の 推 進 に 向 け て  

目 標 ２  経 営 力 の あ る 市 役 所 づ く り  

施 策 １  財 政 健 全 化 及 び 行 政 改 革 の 一 層 の 推 進  

（ 企 業 型 経 営 シ ス テ ム の 確 立 ）  

備 考  説 明 員  鷺 阪 政 策 課 長  

  


